
東区自治協議会提案事業（高齢者の安心安全プロジェクト）  特殊詐欺被害防止シール

特殊詐欺に要注意！！
現金・カードは渡さない！

そ
の
電
話
詐
欺
か
も

現金・カードは

渡さない！
あやしいと思ったら新潟東警察署　☎025-279-0110

まず相談、新潟東警察署　☎025-279-0110

STOPSTOP待て！待て！STOP

【❶玄関等貼付用】

【❸電話機周辺等貼付用】

【❷受話器等貼付用】



親族をかたる手口
息子や孫などを名乗り、「カバンを
なくした」「会社の金を使い込んだ」
などの理由をつけて現金を要求す
る手口。

警察官をかたる手口
警察官などを名乗り、「あなたの口座（カード）が詐欺事件に
悪用されている」などと電話をかけ、ニセ警察官やニセ金融
機関職員が自宅に訪れてカードを受け取り、手に入れたカー
ドでお金を引き出す手口。

「特殊詐欺」とは、「電話その他の通信手段（ハガキ、メール、FAXなど）を使うこと
により、直接会うことなく、面識のない不特定多数の人をだまし、架空又は他人名義の口座に
現金を振り込ませたり、キャッシュカードを受け取りに来たりする手口の詐欺」をいいます。

新潟県では令和元年に142件発生し、総額2億4,724万円の被害がありました。

作成：東区自治協議会（ 事務局 新潟市東区役所地域課 ☎025-250-2110 ）

シールを目につくところに貼って、普段から詐欺に注意しましょう。
【❶玄関等貼付用】 現金・カードは渡さない！
【❷受話器等貼付用】 待て！ その電話詐欺かも
【❸電話機周辺等貼付用】 特殊詐欺に要注意！！
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参考：新潟県警察ホームページ
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